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台風 19 号に係る住宅の応急修理について、福島県の制度運用の変更により、応急修理範囲の 

緩和と申込期間が延長されます。 

詳しくは、別紙又は市ウェブサイトをご覧ください。 

 

 

ターゲット 13．1 

台風第 19 号 関連情報 

住宅の応急修理について 

応急修理範囲の緩和と申込期間が延長されます 

令和元年 11 月 28 日 

郡山市建設交通部 

住宅政策課 

TEL：924－2631 

※ 市ウェブサイトに 

  アクセスできます。 



住宅の応急修理制度（災害救助法）
令和元年台風第19号における住宅応急修理実施要領(福島県災害対策本部)により、

災害により住宅が一部損壊(損害割合10%:準半壊)以上の被害を受け、自ら修理する
資力のない世帯に対して、法に基づく応急修理を実施します。

１対象世帯

※応急修理は市が業者へ依頼して実施します。(指定業者名簿に含まれない施工業
者による修理についても制度利用が可能ですので、指定業者登録申請書をご提出く
ださい。)
※市から業者に対する修理依頼前に工事着手している場合や支払が終了している場
合は、原則、応急修理制度の対象となりません。
※詳細は、お問合せください。

以下の全ての要件を満たす世帯
(1)当該災害により一部損壊(損害割合10%以上:準半壊)、半壊又は大規模半壊の住家
被害を受けたこと。全壊は応急修理によって居住が可能となる場合は対象。
(2)応急修理によって避難所等への避難を要しなくなり、引き続き居住すること。
(3)応急仮設住宅等(民間借上げを含む)を利用しないこと。
(4)一部損壊及び半壊の住家被害を受けた世帯は、自らの資力では応急修理できない
旨の申出書を提出すること。

・洗浄機能などの付加機能付きトイレから同等の付加機能付きトイレへの取替えを
対象とする。
・付加機能無しトイレから付加機能付きトイレへの交換は、修理が早い、製品の入
手困難等の理由があれば対象とする。

・区分所有マンション等の共用部分は、管理組合理事会や入居者の同意が得られれ
ば共用部分の修理を対象とする。
・仕様がグレードアップする工事は、その仕様とせざるを得ない合理的な理由があ
れば対象とする。
・応急修理に伴う既存設備や廃材の撤去、運搬、処分にかかる費用を対象とする。
・畳をフローリングに変更するなど、被災前と異なる仕様にする理由(修理が早い、
価格が安い等)があれば対象とする。

・下地材の交換に伴う内部断熱材(床下断熱材等)は対象とする。
・内部の建具(ドア、ふすま、障子等)は破損し、日常生活に支障があれば対象とす
る。(ふすま、障子の張替えのみは対象外)

・内壁が破損し、日常生活に支障があれば対象とする。
・二世帯住宅で、世帯毎に生活の場が分かれていれば、それぞれの世帯で応急修理
の申込みができる。

詳しくは、福島県ｳｪﾌﾞｻｲﾄ「被災住宅の応急修理について」をご覧ください。

※県からの制度運用変更の通知により、応急修理の範囲が緩和さ
れました。 (令和元年11月23日修正)

※申込み期間が令和元年12月27日(金)までとされました。
(令和元年11月25日修正)



３基準額等
(1)１世帯あたりの限度額は59万5千円(一部損壊(損害割合10%以上:準半壊)は、

30万円)
(2)同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合は、１世帯あたりの
限度額となる。
※二世帯住宅で、世帯毎に生活の場が分かれていれば、それぞれの世
帯で応急修理の申込みができる。

(3)応急修理の費用は、修理箇所毎に算出する。
(4)借家であっても所有者が修理を行えず、かつ、居住者の資力をもって
しては修理できないため居住する場所を失う場合は、所有者の同意を
得て対象とできる。

４申込み期間
令和元年12月27日(金)まで
(延長となる場合があります。)

２応急修理の範囲

①屋根等の基本部分
②ドア、窓等の外部に面した開口部
③上下水道等の配管・配線
④トイレ、風呂等の衛生設備

のうち日常生活に必要欠くことのできない部分でより緊急を要する箇所
を実施する。
※台風の被害と直接関係ある修理のみが対象。
※内装に関するものは原則として対象外。
(壊れた床の修理と併せて畳等を補修する場合、壊れた壁とともに壁紙
を補修する場合は、当該床、壁の部分に限り対象。)
※柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設するなど代替措置でも可。
※家電製品は対象外。
※区分所有マンション等の共用部分は、管理組合理事会や入居者の同意が得られれ
ば共用部分の修理を行うことが可能です。詳しくは、お問合せください。



(2)見積(申込者⇔指定業者⇒市)

必要書類一覧

□ 住宅応急修理見積書(屋根、壁、土台等部位ごとの工事明細を明記)/様式第3号

□ 被害状況、工事予定箇所を示す施工前の写真

(3)工事実施(市⇒指定業者⇔申込者)

５必要となる書類

必要書類の提出は、後日の提出も可能ですが、要件を満たさない場合は応急修理
制度の対象となりません。

(1)申込み(申込者⇒市)

必要書類一覧

□ 住宅の応急修理申込書/様式第1号

□ 世帯全員分の住民票(外国人世帯は外国人登録済証明書)の写し等
□ り災証明の写し
□ (半壊,一部損壊の場合)資力に関する申出書/様式第2号

□ (借家の場合)所有者の同意書/様式第7号、賃貸契約書の写し

６お問合せ先
郡山市建設交通部住宅政策課
郡山市朝日１－２３－７(郡山市役所本庁舎３階)
☎０２４－９２４－２６３１

(4)工事完了(申込者⇔指定業者⇒市)

必要書類一覧

□ 工事完了報告書/様式第6号

□ 修理見積書(写)
□ 施工前、施工中、施工後の写真
□ 請求書

工事の実施は、市からの応急修理決定通知が交付されてからとなりますのでご注
意ください。



⑴住宅の応急修理申込書【様式第１号】を提出

⑵指定業者リスト、住宅応急修理見積書【様式第３号】を交付

⑶住宅応急修理施工者を選定、住宅
応急修理見積書の作成依頼

⑷住宅応急修理見積書【様式第３
号】２部の作成、提示（※１）

⑸-1住宅応急修理見積書【様式第３
号】２部に自署又は記名押印し返却

⑸-2住宅応急修理見積書【様式第３
号】２部を提出（※１）

⑹-1修理依頼書【様式第４号】を交
付

申込者
⑺応急修理決定後、工事日程を調整
の上、住宅応急修理を実施 指定業者

⑻-1工事完了報告書【様式第６号】
及び工事写真を提示（※２）

⑻-2住宅応急修理の実施を確認後、
工事完了報告書【様式第６号】に自
署又は記名押印し、工事写真ととも
に返却

⑼工事完了報告書【様式第６号】請
求書を提出（※３）

⑽審査後、応急修理工事代金の支払
い

※１

※２

※３

指定業者

⑹-2応急修理決定通知書【様式第５号】を交付
 ※住宅応急修理見積書【様式第３号】１部を添付

３ 住宅応急修理の実施

４ 工事完了、支払い

申込者

市

指定業者

工事完了報告書【様式第６号】には、施工前、施工中及び施工後の工事写真を添付すること。

手続きの流れ
１ 申込

申込者 市

２ 見積依頼・契約

申込者

市

５ 住宅応急修理の手続完了
住宅応急修理見積書【様式第３号】には、屋根、壁、土台等部位ごとの工事明細を明記し、被害状
況、工事予定箇所を示す施工前の写真を添付すること。

応急修理の箇所、施工前、施工中及び施工後の工事写真を提示すること。


